
序 章 はじめに



 



（１）都市計画マスタープラン見直しの背景

当町では、2008 年（平成 20 年）２月に「倶知安町都市計画マスタープラン」を策定し、以後、

このマスタープランに基づき、計画的な土地利用や都市施設整備を進めてきました。

しかし、この 10 年間の急激な社会経済情勢の変化に加え、今後も、北海道新幹線の延伸整備、北

海道横断自動車道（後志自動車道）の事業化など、当町の土地利用や交通体系は大きく変化する見

通しとなっており、新たな将来都市構造を明らかにした上で、計画的な整備、開発又は保全を図る

ことが求められています。

こうしたことから、当町では、広く住民の意見等も聞きながら、次の新たな 20年後を見据えた都

市計画マスタープランとして見直しを行うこととしました。

（２）都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の２に定められた「市町村の都市計画に関する

基本方針」であり、都市計画区域を有する市町村に策定が義務づけられたものです。

都市計画マスタープランでは、当町における長期的な都市の将来像や、町が定める都市計画の基

本的な方向性を明らかにするとともに、将来の土地利用や都市施設の整備、開発、又は保全の基本

的な考え方を定めています。

（３）都市計画マスタープランの役割

都市計画マスタープランは、当町が都市計画を決定又は変更する際の基本方針となるとともに、

町民や事業者と協働でまちづくりを進めていく上で共有する指針となります。

都市計画マスタープランには、主に以下のような役割があります。

●都市及び地域の将来像を明らかにする

・住民や事業者に対して長期的なまちづくりの方向性を分かりやすく示すことで、都市計画に対

する理解と参加を促します。

・将来どのような整備、開発又は保全が行われるかを具体的に示すことで、地域が主体となった

まちづくりへの関心や意欲を深めます。

●都市計画の総合性や一体性を確保する

・土地利用や都市施設の配置など、個々の都市計画の整合性を図ることで、総合性や一体性を持

ったまちづくりを進めることができます。

●町が定める都市計画の根拠となる

・町が定める都市計画について、その目的や理由を住民や事業者に理解してもらうとともに、

道や関係市町と協議や調整を行う際の根拠となります。
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（３）都市計画マスタープランの位置づけ

倶知安町都市計画マスタープランは、都市計画法（第 18 条の２）に定められた「市町村の都市計

画に関する基本方針」であり、上位計画である第５次倶知安町総合計画（2008 年度（平成 20年度）

～2019 年度（平成 31年度））や道が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画

区域マスタープラン）」に即しつつ、都市の長期的な都市づくりの方向性を総合的・体系的に示す計

画です。

土地利用、道路・公園等の都市施設の配置、市街地開発事業等の個別の都市計画を決定又は変更

する場合は、交通、産業、防災などの関連計画と連携・整合を図りつつ、都市計画マスタープラン

に即して定めることとされています。

■ 計画の位置づけ

倶知安都市計画区域の

整備、開発及び保全の

方針（都市計画区域マ

スタープラン）

北海道の計画 倶知安町が定める計画

中心市街地活性化基本計画

関連する主な計画等

即する

北海道総合計画

都市分野の計画

俱知安町都市計画

マスタープラン

連携

整合
即する

都市計画決定（道） 都市計画決定（町）

土地利用

規制・誘導 事業化

連携
整合

即する 踏まえる
即する

整合
都市施設
市街地開発

都市計画区域
区域区分

即する

連携

調整

緑の基本計画

倶知安町環境基本計画

倶知安町第２次雪対策基本計画

倶知安町住生活基本計画

倶知安町地域防災計画

北海道新幹線倶知安駅周辺整備構想

倶知安町第５次総合計画
（倶知安町第６次総合計画（次期総合計画））
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（１）都市計画マスタープランの目標年次

倶知安町都市計画マスタープランは、おおむね 20年後の都市の姿を展望した将来像や将来都市構

造を示すものとし、目標年次を 2038 年（平成 50年）に定めます。

（２）都市計画マスタープランの構成

倶知安町都市計画マスタープランは、全体構想と地域別構想を柱に以下のような構成とします。

■ 計画の構成

（３）計画の策定体制

本計画は、多様な町民の意向をより反映させると共に、行政内における横断的な意見の調整が図

られるよう、次のような策定体制によって策定されています。

■ 計画の策定体制

序章

はじめに

計画の位置づけや役割、計画の目標年次や対象

区域などの考え方を示します

第１章

倶知安町の現況と課題

当町の現況や住民の意向を踏まえて、都市計画

を取り巻く課題を示します

第２章

全体構想

都市全体の将来像および都市構造とともに、土

地利用等の分野別の整備方針を示します

第３章

地域別構想

町内を２つの地域に区分し、各地域の特性や課

題に応じた将来像や整備方針を示します

第４章

実現化方策

都市計画マスタープランで掲げた方針の実現

化に向けた体制や取組みを示します

情報
提供

反映

策定検討懇話会

・まちづくり関連の団体

推薦者及び公募による

10 名で構成

・検討案に係る町民意見

の場

反映・まちづくり町民アンケート

の再分析

・都市計画マスタープラン

見直しに関するアンケート

の実施・分析

町民等の意向把握

原案の提出

町長都市計画審議会

諮問

答申

町議会

議案の提出

【議決】

庁内組織

事務局
（まちづくり新幹線課）

策定検討委員会
（関係課長）

策定検討委員会部会
（関係係長）

計画の目標年次と構成２
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　倶知安町都市計画マスタープランで扱う内容は、主に都市計画区域内を中心としますが、町全体

を見渡した都市づくり・まちづくりを住民や事業者と共有していくため、準都市計画区域を含め

た「行政区域」を計画対象区域とします。

■計画対象区域図

行政区域
（計画対象区域）

都市計画区域

準都市計画区域

倶知安駅 国道 276 号

国道 393 号

国道 5 号

計画の対象区域３

第１章
倶知安町の
現況と課題
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